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はじめに

2025年の感染症発生動向調査における定

点把握疾患の報告数は、週報報告感染症が

131,182例であり、前年の0.84倍程度となった。

インフルエンザ報告数は増加したが、新型コロナ

ウイルス感染症は大きく減少した（前年比0.54

倍）。また、コロナ禍の2020年、2021年を除く

と、2014年以来、11年ぶりに、手足口病、ヘル

パンギーナいずれも警報レベルとならない年と

なった。一方で、伝染性紅斑が大きな流行となり、

前年の20倍近い大幅な増加が見られた。さらに、

マイコプラズマ肺炎は2024年より減少したもの

の、前年から継続した流行となった。ＳＴＤ等月

報報告感染症は1,165例と、前年（1,366例）に

比べ、やや減少した。

報告数が多い疾患の順は、下表のとおり。

なお、本事業報告における 2025 年の報告数

は、2026年２月末時点の暫定値である。

１）ＲＳウイルス感染症

本疾患は、例年、秋から冬に流行することが多

い。2024 年は春から秋に流行が見られたが、

2025 年は春の流行が小規模となったため、秋

から冬に流行が見られた。本県の定点当たり患

者報告数は第33週（8月 11日～17日）に 1を

越え、第 38週（9月 15日～21 日）に最高値の

2.42となった。その後、第44週（10月27日～

11月2日）まで、1か月半程度、１を超えた推移と

なった。総報告数は 3,408 例で、2020 年～

2024 年の年間平均(3,585 例)とほぼ同数と

なった。

2026 年度から予防接種法の定期接種対象

2025 2020-2024 比率

報告数(A) 平均(B) (A)/(B)

インフルエンザ 61,198 23,395 261.6%

新型コロナウイルス感染症 27,213 46,010 59.1%

感染性胃腸炎 21,318 15,079 141.4%

伝染性紅斑 6,480 190 3410.5%

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5,302 4,536 116.9%

ＲＳウイルス感染症 3,408 3,585 95.1%

ヘルパンギーナ 1,528 2,481 61.6%

咽頭結膜熱 1,196 1,584 75.5%

突発性発しん 1,113 1,347 82.6%

手足口病 684 5,808 11.8%

水痘 619 445 139.1%

流行性角結膜炎 580 239 242.3%

疾病名

となる、妊婦の方へのワクチン接種（アブリスボ）

により、新生児・早産児の重症化予防が期待さ

れる。

２）咽頭結膜熱

本疾患は、例年、夏季にピークを示すことが

多いが、2025年は、第 27 週（6 月 30 日～7

月 6日）に 0.58 となり、これがピークとなった。

大きな流行は見られず、総報告数は 1,196 例

で、2020年～2024 年の平均よりも少ない報

告数となった。

３）Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2025 年は、第 22 週（5 月 26 日～6 月 1

日）に最高値の 1.82 となった。年間を通じて警

報レベル（基準値：8）となることはなかったが、

総報告数は5,302例で、2020年～2024年

の平均よりも多い報告数となった。

４）感染性胃腸炎

2025 年の県内における感染性胃腸炎の定

点当たりの患者数の最高値は、第 10週（3月3

日～9日）の11．13であった。例年、16～30週

頃の夏と 46週以降の冬の２峰性のピークが見

られる。2025 年は第 10 週に高い数値となり、

徐々に低下したものの、夏も比較的高い水準で

推移したことから、冬の大きな流行が心配され

たが、結果的に小規模な流行となり、年間を通じ



て警報レベル（基準値：20）を超えることはなか

った。

県衛生課の報告によると、2025 年の食中毒

発生件数は26件、患者数 787 人で、そのうち

ノロウイルスによるものが 13件 441 人と、件数、

患者数ともに最も多い原因となった。

５）水痘

2025年の最高値は第23週（6月 2日～8

日）の 0.27 で、注意報レベル（基準値：２）を超

えることはなかった。平成 26 年 10月の定期接

種化以降、大きな流行は見られていない。

６）手足口病

本疾患は、咽頭結膜熱とともに夏の感染症と

され、隔年で流行する傾向がある。2022年は３

年ぶりに警報基準を超え、2023 年は流行は見

られず、2024 年は本県の過去最高となる大き

な流行となった。2025年は年間を通じて1を超

えることがなく、本疾患もヘルパンギーナも流行

が見られなかった。本疾患は予防手段となるワ

クチンがないため、今後も発生動向を注視して

いく必要がある。

７）伝染性紅斑

2025年は年始から 0.5 を超えることが続き、

第 17 週（4 月 21 日～27 日）に警報基準値の

2 を超え、2011 年以来の警報レベルとなった。

第20週（5月 12日～18日）には、本県の過去

最高値である 3.27 となり、警報レベルは第 41

週（10 月 6日～12日）まで 25週間継続し、非

常に大きな流行となった。

８）突発性発しん

2025年の最高値は第20週（5月12日～5

月 18 日）と第 31 週（7 月 28 日～8 月 3 日）

の 0.45 で、例年の最高値と同程度であった。

小児は通常、発熱した時点で受診することが

多いが、本疾患では、解熱とともに発疹が出る

ため再診せず結果的に未報告となる場合もある

ため、真の患者数は報告数より多いと推測され

るため、評価には注意が必要である。

９）ヘルパンギーナ

本疾患は手足口病と交互に隔年で流行する

傾向がある。2023 年は５年ぶりに警報レベル

（基準値：６）となり、2024 年は警報基準値の６

に近づいたが、警報レベルにはならなかった。

2025 年は第 36 週の（9 月 1 日～7 日）の

1.67 がピークであり、手足口病とともに、年間

を通じて流行が見られなかった。なお、本疾患は、

手足に発しんが出現しないこと以外には、手足

口病との鑑別が難しいことがあることに注意す

る必要がある。

10）流行性耳下腺炎

2025年は年間を通じて、0.1を超えることが

なく、ほぼ横ばいの発生であり、注意報レベル

（基準値：３）を超えることはなかった。

本疾患に対するワクチンは、現在、定期接種

に位置付けられていないが、自然感染後に発生

することがある感音性難聴は不可逆性であり、

水痘ワクチン接種の際、本ワクチンの同時接種

を希望する保護者が増加傾向にあるといわれて

いる。



11）インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型イ

ンフルエンザ等感染症を除く）

2024/25シーズンは、2024年第42週（10

月 14 日～10 月 20 日）に過去３番目の早さで

流行入りした。第52週（12月23日～12月29

日）に、ピークとなる 68.30（本県史上２番目）と

なったが、警報レベルは６週間で、ピークは高く

なったが、警報レベルの期間は短く、全体の患者

数は例年よりも少ない水準であった。

2025/26 シーズンは、前年と同じ 2025 年

第 42 週（10 月 13 日～19 日）に流行入りし、

第47週（11月17日～23日）に41.26となり、

2009年、2023年と並び、過去、最も早い警報

入りとなった（警報開始基準値30）。

2026年第 1週（12月 29日～1月 4日）に

はいったん警報レベルが終息したが、インフルエ

ンザB型の増加とともに、2026年第5週（1月

26日～2月1日）に再度、警報レベルとなり、第

9週（2 月 23 日～3月 1 日）まで継続した。本

県で、同一シーズン内に２度警報レベルとなった

のは初めてであり、シーズン合計の報告数は過

去最高となり、患者数が多いシーズンとなった

（ピークは第6週（2月2日～8日）の56.00）。

20 歳未満の患者の年齢割合が約80％であ

り、インフルエンザによる学級閉鎖の数も、過去

最高となった。学級閉鎖が発生した場合、家族

が仕事を休まざるを得ない状況も考えられ、学

級閉鎖の増加により、職場での労働力減少や、

家庭での経済的な影響も懸念される。来シーズ

ンは大きな流行とならないよう、今秋には、引き

続き、ワクチン接種の勧奨を行う必要がある。

12）新型コロナウイルス感染症

2025年第19週（5月8日～5月 14日）か

ら、定点把握五類感染症となった。

例年、夏休みや年始等、長期休暇の後に患者

数が増える傾向がある。2025年は第 34週（8

月18日～24日）に8.34となり注意報（基準値

8）となったが、9 を超えることはなくすぐに終息

した。冬は注意報になることはなかった。

引き続き、大きな流行とならないよう、発生動

向を把握し、適切に県民への情報提供等を行う

必要がある。

13）急性出血性結膜炎

2025 年の総報告数は 5で、例年同様少なか

った。（2024 年 4、2023 年 6、2022 年 2、

2021 年１、2020年３、2019年３）



14）流行性角結膜炎

2025年の最高値は第 40週（9 月 29日～

10月 5日）の 1.95で、例年の春から夏にかけ
て見られる流行は見られず、年間を通じて、警

報レベル（基準値：８）を超えることはなかった。

本疾患は、治療後も、角膜内に潜伏したウイル

スの影響による角膜炎や角膜混濁等から、恒久

的に視力低下を残すことがあるため、十分な予

防と治療の必要性を県民に啓発していく必要が

ある。

15）クラミジア肺炎（オウム病を除く）

2025年の総報告数は0であった。（2024年

1、2023 年 0、2022 年 0、2021 年０、2020

年１、2019年１、）

16）細菌性髄膜炎（インフルエンザ菌、髄膜炎菌、

肺炎球菌は除く）及び侵襲性インフルエンザ

菌・肺炎球菌感染症、髄膜炎菌性髄膜炎

2025 年のインフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺

炎球菌を除く細菌性髄膜炎の総報告数は 14

（2024 年 19、2023 年 19、2022 年１８）で、

患者は14歳から90歳までであった。このうち、

菌が分離・同定された症例は 10例であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症の総報告数は

17（2024年１３、2023年16、2022年6）で、

患者の年齢は57歳から100歳で、16例が60

歳以上であった。

侵襲性肺炎球菌感染症の総報告数は 110

（2024年63、2023年41、2022年52）で、

侵襲性髄膜炎菌感染症の総報告数は 0（2024

年 3、2023年 0、2022年 0）であった。

17）マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマに

よる細菌感染症で、家族内や学校など濃厚接触

が多い場所で、しばしば集団発生が起こる。過

去の疫学調査研究では、３～７年程度に１回国

内で大きな流行が起こっている。

2024 年は第 45 週（11/4～11/10）には、

2.9 となり、記録が残る平成 18年以降、過去最

高値となり、2024 年末時点でも定点当たり患

者数１以上が続いていた。

2025年は、前年よりも低下したが、0.5 から

1.0 付近が続いており、流行が続いた。引き続き、

発生動向を注視する必要がある。

18）無菌性髄膜炎

2025 年の総報告数は 14（2024 年 13、

2023年21、2022年 17、2021 年 24）で、年

間を通じて大きな流行はなかった。

19）感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスである

ものに限る。）

本疾患は、2013 年 10 月から基幹定点の報

告対象となっている。2025 年の総報告数は 0

（2024 年 0、2023 年 2、2022 年 0、2021

年 0、2020年 0、2019 年 20）で、コロナ禍以

降、少ない報告が続いている。また、ロタウイルス

ワクチンが 2020 年 10 月から定期予防接種と

なったことも、発生の抑止力になっていると推察

される。



20）ＳＴＤ（性器クラミジア感染症、性器ヘルペス

ウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染

症）

○性器クラミジア感染症

2025 年の総報告数は 468 で、2024 年の

616、2023年の648、2022年の602、2021

年の 588 と比べ、減少した。

○性器ヘルペスウイルス感染症

2025年の総報告数は167であり、2024年

の 199、2023年の 190から減少した。

○尖圭コンジローマ

2025 年の総報告数は 122 で、2024 年の

147、2023 年の 163から減少した。

○淋菌感染症

2025年の総報告数は102であり、2024年

の 140、2023年の 186から減少した。

21）梅毒

梅毒については、近年全国的に報告数が増

加傾向であり、2023年の総報告数は 15,055

であったが、2024年は 14,829 と、減少した。

本県では 2015 年から報告数が増加し、2019

年に 100 を超え、2025 年は 308 となり、

2024年から減少している。

引き続き、発生動向を注視しつつ、保健所で

の無料検査（HIV 等との同時実施）や関係団体

等と連携した啓発活動等により、他の感染症を

含め、性感染症対策に取り組んでいく必要があ

る。

梅毒患者の報告数（単位：人）

22）エイズ患者・HIV感染者の動向

2025年の県内における新規エイズ患者報告

数は２（2024 年は９）また、新規 HIV 感染者報

告数は12（2024年は 18）であり、新規HIV感

染者は前年から 33％減少した。全国では、

2007年頃から発生件数が横ばいとなっており、

2020 年以降減少したが、2023 年から増加し

ている。

本県患者及び感染者の合計は、2011 年をピ

ークに緩やかな増減を繰り返しながら減少して

はいるものの、2020 年以降、コロナ禍における

保健所等での検査数の減少や医療機関への受

診控え等により届出件数が減少に転じた可能性

も否定できず、真の値であるとは言い難い。検査

件数は、2022年 11月頃から当初の計画どおり

に徐々に増加してきており、今後も動向を注視し

ていく必要があると考える。

エイズ感染者･患者の報告状況（県全体）(単位:人)

エイズ発症後に初めて医療機関を受診して発

見される「いきなりエイズ患者」の割合は、2012

年、2013 年には 40％台と高く、感染発見の遅

れが懸念された。その後、2014 年から３年間は

全国平均（約 30％）と同程度の頻度に低下した

ものの、2017 年から 2020 年は再び高値

（38％から 50％）に転じ、2024年は 33.3％、

2025年は 14.3％であった。

年 全国 静岡県

2021 7,978 158

2022 13,221 285

2023 15,055 333

2024 14,829 352

2025 13,553 308

年 2021 2022 2023 2024 2025

感染者数 17 9 13 18 12

患者数 ３ ４ ４ ９ ２

合計 20 13 17 27 14



「いきなりエイズ患者」の割合が高いことは、早

期発見ができず重症化して診断時には重症化し

ている患者が多いということを示し、治療が困難

になるとともに、他者への感染を広げる危険性の

増加を引き起こす結果となる。早期発見による早

期治療及び感染の拡大防止のため、梅毒患者を

診断した際には、HIV検査も実施していただくな

ど、性感染症に携わる医療関係者との連携を更

に強化していく必要がある。

本県の感染経路別新規報告者数の年次推移

では、同性間性的接触による感染者割合が高

い。

また、県内の保健所におけるHIV抗体検査数

は、2008 年をピークに、その後増減を繰り返し

ながら減少傾向で推移していたが、2020 年及

び2021年は、新型コロナウイルス感染症の影響

により検査を縮小又は中止したため、大幅に減

少した（次図参照）。

なお、本県では 40 歳以上で診断される症例

も多いことから、若年者以外にも幅の広い年齢

層に向けた普及啓発の取組を進めていく必要が

ある。

感染症経路別新規報告数年次推移（単位：件）

ＨＩＶ抗体検査数（単位：件）

23）結核（この項のみ 2024年の状況）

2024 年の全国の新規登録者数は、10,051

人（罹患率 8.1）に減少したものの、減少幅は鈍

化した（下表参照）。新型コロナウイルス感染症に

よる出入国に関する制限が緩和され、外国人労

働者が増加したことで外国人新登録者も増加し、

全国の罹患率減少にブレーキがかかったことが

一因ではないかと考えられる

本県の 2024 年新登録患者数も 249 人（罹

患率7.1）と減少した（2023年は281人）。一方、

2025年の新登録患者数は2024年よりも増加

する見込みであり（速報値264人）、結核患者の

発生動向については注視が必要である。地域的

には中部保健所・静岡市保健所・浜松市保健所

区分 感染経路 R3 R4 R5 R6 R7
異性間の性的接触 a 7 2 3 6 4
(異性間の性的接触割合) a/f 35% 14% 18% 22% 29%
同性間の性的接触*1 b 10 9 11 16 7
(同性間の性的接触*1割合) b/f 50% 64% 65% 59% 50%
静注薬物使用 c 0 0 0 0 0
母子感染 d 0 0 0 0 0
その他*2 不明 e 3 3 3 5 3

20 14 17 27 14合計 f

HIV
AIDS

といった人口密集地域を抱えた地域や高齢者率

の高い地域の罹患率が高くなった。年齢分布は

全国及び本県とも二峰性で 20代及び 70歳以

降が高くなった。20 代の結核患者のうち９割以

上を外国出生者が占めており、出生国としてはフ

ィリピンが最多で、インドネシア、ミャンマーの順

となった。その他の報告は以下のとおりであっ

た。

① 2024 年の９歳以下の新規登録は１名であ

った（2023年は0件）。インドネシア出生の

８歳の児童であり、中耳結核の診断。内服

治療は完了。

② 多剤耐性菌結核患者 3例の治療状況や経

過が報告された。多剤耐性結核は、一旦集

団発生が生じたときの問題が大きいことか

ら、今後も発生状況を見ていくことが重要で

ある。

新規登録結核患者数

（単位：人口 10万人当たりの罹患率）

24）風しん

2025 年の全国の風しん患者報告数は 11

（2024年は7、2023年は12、2022年は15）、

本県の報告数は 1（2024 年 0、2023 年 0、

2022年０）であった。

先天性風しん症候群は、全国において、1999

年から 2021 年までに 70 人が報告されていた

が、2022年以降は報告がない。

全国的な風しんの流行を踏まえ、国は、特に抗

体保有率が低い 1962年４月２日から 1979年

４月１日の間の生まれの男性に対し、2019 年４

月１日から 2022年３月 31日までの３年間の時

限措置として、市町村が実施主体となる無料の

抗体検査と定期接種の追加的対策を実施した。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に

伴う受診控え等の影響により、抗体検査及び予

防接種の実施状況が当初の見込みどおり進んで

おらず、今後の風しんの流行を防止するために

は、当初目標まで抗体保有率を引き上げる必要

があるため、事業の３年間延長を決定し、2024

年度末まで実施することとしたが、2025 年３月

時点の風しん抗体検査実施率（抗体検査実績件

数/対象者人口）の全国平均は 32.4％（静岡県

実施率は29.1％）となっている。

2025年 9月には、WHOにより、日本は風し

ん排除国に認定されたが、輸入事例については、

散発的に確認されているため、本県では、引き続

き、風しんはワクチンで予防可能な感染症である

ことを周知するとともに、国の追加的対策の対象

年 2020 2021 2022 2023 2024

静岡県 9.6 8.1 6.7 7.9 7.1

全国 10.1 9.2 8.2 8.1 8.1



とならない「妊娠を希望する女性」及び「妊娠を

希望する女性の同居者」又は「抗体価の低い妊

婦の同居者」について、県事業として抗体検査を

実施していく。

25）麻しん

2025 年の麻しん患者報告数は本県は 2

（2024 年 0、2023 年 2、2022 年 2、2021

年０）であったが、全国は 265（2024 年 45、

2023 年 28、2022 年６、2021 年６）となり、

2019年以来の大きな流行となった。

本疾患は、最も感染力が強い感染症のひとつ

で、飛沫核による感染（空気感染）も成立する。

そのため、風しんと同様、診断した医師は、直ち

に保健所への届出が義務付けられ、原則全例で

遺伝子検査が実施されるほか、届出を受理した

保健所を中心に、迅速に積極的疫学調査を含む

感染拡大防止策が開始されることとなる。

日本は、2015 年３月に、ＷＨＯから麻しん排

除状態にあると認定されている。その状態を維

持するためには、小児期における２回の定期予

防接種の接種率がいずれも 95％以上になるこ

とが必要とされているが、本県では、2024年度

の第１期が 92.6％、第２期が 88.7％と、95％

に達していない。

県では、引き続き、予防接種の実施主体であ

る市町や医療関係者等と連携し、予防接種率の

さらなる向上を働きかけていくこととしている。

26）ＶＲＥ

2019年から県内でバンコマイシン耐性腸球

菌（Vancomycin Resistant Enterococci

= VRE）の発生が頻発しており、2020年以降、

県東部保健所管内の複数の病院から発生届が

出ていることから、県内（特に東部地区）の幅広

い地域で伝播していると考えられる。

また、VREは通常９割は無症候性のため、報

告数よりも多くの保菌者が県内にいると想定さ

れることから、感染症対策課及び環境衛生科学

研究所はVRE検出状況の把握と地域での拡が

りや感染のルーツ及び株間遺伝子解析からその

相同性を把握し、地域での危機意識を高めると

ともに医療機関における感染防止対策の支援、

公衆衛生対策構築の一助とするため、2022年

には、国立感染症研究所薬剤耐性研究センター

と積極的疫学調査による共同研究を実施した。

県内の VRE 発生状況は、2019 年が６件、

2020年以降、14件～21件の発生があったが、

2025 年は 5件と減少した。しかし、依然、全国

的には多い状況となっており、届出は減っている

ものの、県内の広い範囲で保菌者が確認されて

おり、引き続き、発生動向に注視する必要がある

（下図表参照）。

県では、通知やホームページ等での注意喚起

や啓発、病院を対象とした研修会の実施を行っ

ている。また、国の薬剤耐性(AMR)対策アクシ

ョンプランを踏まえ、本県における薬剤耐性菌に

関する情報収集と解析評価及び抗菌薬の適正

使用の啓発を行うことを目的に、感染症発生動

向調査委員会の「薬剤耐性(AMR)対策部会」を

平成 30年度から設置している。

2025年度の部会では、部会員及び静岡薬剤

耐性菌制御チームの御協力により、2025年1～

3 月の県内医療機関から集めた微生物感受性

情報から、静岡県のアンチバイオグラムを作成す

るとともに、「外来での抗菌薬適正使用手引き」

を更新※した。また、2025年 3月には「バンコマ

イシン耐性腸球菌(VRE)感染対策とスクリーニ

ング検査の指針 －静岡版―」を作成しており、

いずれも県 HP で公開している。医師の抗菌薬

選択や、病院での感染対策の一助となるとともに、

薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン達成に少

しでもつながることが期待される。

※静岡県ホームページに掲載中

バンコマイシン耐性腸球菌感染症の発生状況
都道府県別届出数順　　　　　　

 

2022 2023 2024 2025 2026
全国 133 全国 115 全国 122 全国 91 全国 10

広島県 19 広島県 16 静岡県 20 大分県 19 和歌山県 3

静岡県 18 大阪府 15 大分県 20 東京都 11 東京都 2

大阪府 18 静岡県 14 大阪府 15 大阪府 10 秋田県 1

大分県 14 大分県 14 奈良県 11 奈良県 7 埼玉県 1

千葉県 12 東京都 9 広島県 11 和歌山県 6 京都府 1

奈良県 9 兵庫県 5 千葉県 10 静岡県 5 大阪府他 1

2027目標　全国80以下

2026は第7週(～2/8)まで、2/20時点の暫定

バンコマイシン耐性腸球菌感染症の発生状況
静岡県内保健所別届出数　　　　　

 

年次 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

全国 80 80 136 124 133 115 122 91

静岡県 0 6 21 17 18 14 20 5

賀茂 1

熱海 1 1 4 2

東部 1 19 13 14 9 7 2

御殿場 1 2

富士 1 1

静岡市 5 1 2 2 6

中部

西部 2 1 1

浜松市 2

2/20時点の暫定



https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofu

kushi/shippeikansensho/kansensho/1

003065/1024250.html

27）百日咳

2025年第６週（2月3日～9日）以降、１週間

に 1～2人の百日咳患者が県内医療機関から報

告されることが多くなっていたが、第 14週（3 月

31日～4月6日）に 5人となり、第 1５週（４月７

日～１３日）は 21 人と急増した。その後は第２０

週（５月１２日～１８日）までは２０人前後が続いた

後、第２１週（５月１９日～２５日）以降、毎週増加

し、第 2８週（７月７日～１４日）には 8４人となり、

全数把握感染症となった 2018年以降の最高値

となった。その後、発生数は徐々に減少したが、

県内の総報告数は 1,827 で、2020 年～

2024 年の年間平均 44 を大きく上回り、年間

総報告数も過去最高となった。

年齢分布では 10～14 歳が最多で、続いて５

～９歳が多い。県では生後６か月以下の赤ちゃん

が百日咳にかかると呼吸がしにくくなるなど重症

になる場合があるため、２か月になったらすぐに

百日咳ワクチンを含む５種混合ワクチンを接種す

る等の啓発を引き続き行う。

また、流行の主体は学童となっており、幼少期

の4回接種では学童期の免疫が減衰している結

果である。妊娠中の三種混合接種により、臍帯

血での百日咳抗体の上昇が確認されており、ワ

クチン接種前の新生児、乳児の重症化予防が期

待されている。

28）マダニ媒介感染症（重症熱性血小板減少症

候群(SFTS)、日本紅斑熱）

2025年は SFTS、日本紅斑熱の両疾患につ

いて、全国、静岡県内ともに、過去最多の発生数

となった。特に SFTS については、前年まで、当

県が患者発生の最東端となっていたが、2025

年は、関東地方や北海道でも発生が見られ、

SFTS ウイルスを保有するマダニは全国に広が

っていることが示唆された。引き続き、忌避剤の

使用や、草むらでの服装、動物との濃厚接触に

関する注意喚起等、啓発に努める必要がある。



県HPでダウンロードできます。
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi

/shippeikansensho/kansensho/1003065/106

8915.html

最後に、感染症発生動向調査事業は、感染症

法に基づき、日頃から、御協力いただいている指

定届出機関をはじめ、診療に従事する全ての医

師からの正確な情報提供により成り立つ貴重な

事業である。本県では、今後も、集約された情報

を速やかに還元するとともに、県民や医療関係

者等に幅広く情報提供を行い、適時適切な注意

喚起等を行っていくこととしている。

静岡県感染症発生動向調査委員会事務局

静岡県健康福祉部感染症対策課

（静岡県感染症管理センター）

静岡県の感染症情報は、引き続き、県ホーム

ページでご覧いただけます。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukus

hi/shippeikansensho/kansensho/1003065

/index.html


